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☆著作物の利用主体または幇助が争点になった
裁判から考える実務上の留意点� …………… ⑴

１　はじめに
音楽教室事件の最高裁判決が、令和４年10月24日、

ついに言い渡された。一審および控訴審では様々な
争点について審理されたが、上告審では生徒の演奏
の規範的な主体のみが審理された。規範的な利用主
体の判断は、著作物が音楽である事案や行為が演奏
である事案に限らず、実務上、大きな関心事である。

また、相談者や依頼者が規範的な利用主体に該当し
なくても幇助に該当する場合がある。

そこで、本稿では、音楽教室事件のほか、それ以
前の幾つかの裁判で示された利用主体または幇助の
該当性の判断基準およびその適用を確認し、実務上
の留意点を検討する。
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